


※本年６月末現在の県内での交通事故発生状況（累計）。（　）内は昨年比較数�
　発生件数5628件（マイナス429件）、死者数45人（マイナス８人）、傷者数7023人（マイナス579人）�

（　）内は前年対比増減数�
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シ
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・
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着
用
の
徹
底
！�

�

　
昨
年
、県
内
で
交
通
事
故
で
亡
く
な
っ
た
方
の

約
61
％
の
方
が
、シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
着
用
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
特
に
、後
部
座
席
で
は
ま
だ
ま
だ

着
用
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。�

　
運
転
手
の
方
は
、全
席
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
を

確
認
し
て
か
ら
発
車
す
る
習
慣
を
つ
け
て
く
だ

さ
い
。�
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自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進�

�

　
昨
年
、県
内
の
全
交
通
事
故
に
占
め
る
自
転

車
事
故
は
、死
傷
者
数
で
約
11
％
と
依
然
と
し

て
高
い
状
況
で
す�

　
そ
こ
で
、自
転
車
利
用
者
の
交
通
ル
ー
ル
の
遵

守
と
マ
ナ
ー
向
上
の
取
組
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、福
島
県
自
転
車
安
全
利
用
５
則
が
次
の

と
お
り
定
め
ら
れ
ま
し
た
。�

１
、自
転
車
は
、原
則
車
道
を
左
側
通
行
、歩
道

は
例
外
。�

２
、歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、車
道
寄
り
を
徐
行
。�

３
、信
号
遵
守
、一
時
停
止
と
安
全
確
認
。�

４
、安
全
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
を
守
る�

・
飲
酒
運
転
、二
人
乗
り
、並
進
の
禁
止
。�

・
夜
間
ラ
イ
ト
点
灯
、反
射
材
着
用�

・
運
転
中
の
携
帯
電
話
・ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
使
用
や
傘

さ
し
禁
止
。�

５
、子
供
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
。�

�

　夏は海や山、帰省など車で遠出をすることが多くなります。�
　同時に暑さやレジャーの疲れによる交通事故や、夏の開放感からくる無謀運転などの多発
が予想されるため、７月16日から７月25日まで「夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動」が
実施されます。�
　交通ルールとマナーを守り、ゆとりを持った運転で事故のない楽しい夏をお過ごしください。�
�

【後席もシートベルト着用が義務化されたあぶくま高原道路】�

■
運
動
の
重
点
項
目�

ドライバーは、後部座席の同乗者に、シート�
 ベルトを着用させなければなりません�
�
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■改正前はあくまでも運転者が努めるべき義務でしたが、改正後は処罰規定がある運転者の義務になりました�
■違反点：１点【高速自動車国道および自動車専用道路（あぶくま高原道路等）での非着用の場合に限る】�
※次の場合などは着用義務が免除されます。�
　★負傷や疾病、障害、妊娠中のため、着用が療養上または健康保持上適当ではない場合�
　★座高の高さや肥満のため、適切に着用することができない場合�
　★幼児にチャイルドシートを使用する場合�
　★５人乗りの車に１２歳以上２人、１２歳未満３人を乗車させる場合など、乗車定員以内で後部座席のシートベルト
　　が足りなくなる場合�

◎妊婦も着用を！ 日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会では、妊婦の着用を推奨しています�
�

■児童・幼児の保護者は、自転車を運転する児童・幼児や、
補助いすなどで自転車に同乗する幼児に自転車用ヘ
ルメットを着用させるよう努めなければなりません。�

■どちらのマークも、地上40cm以上120cm以下の高さで、車体の前面と後面の見えやすいところに取りつけなければなりません。�

◆高齢者マークや聴覚障害者マークをつけた車に対
して、割込みや幅寄せをすることは禁止されています。
＜違反点１点。罰則等あり＞�

◆改正前は、歩行者用信号機は｢歩行者・自転車
専用」の表示がない限り、歩行者だけに対す
るものでしたが、改正により「歩行者・自転
車専用｣の表示がなくても、普通自転車は、歩
行者用信号機の信号に従って、横断歩道を通
行することができます。�

高齢運転者マークと�
　聴覚障害者マークが義務化�

普通自転車で�
　　　歩道通行の範囲が拡大�

歩行者用信号機の�
　　　　　　意味が変更�

※色や大きさなどが規定と異なるマークを取りつけることは違反となります。�

２万円以下の罰金または科料、過失同じ�罰　則� １点�違反点� 4,000円�反則金�

高
齢
運
転
者�

マ
ー
ク�

聴覚障害者に取りつけが義務化�聴
覚
障
害
者�

マ
ー
ク�

※耳がまったく聞こえない人も含め、聴覚
障害者のすべてが普通免許を取得可能
になったことに伴って義務化されました。�

※一定以上の聴力がある聴覚障害者は、マー
クを表示する義務はありません。�

18.5cm 12.2cm

12.2cm
12.2cm

児童・幼児には�児童・幼児には�児童・幼児には�

ヘルメット�ヘルメット�ヘルメット�



4

築27年以上�
の住宅に�
お住まいの�
皆様へ！！�　耐震診断とは、建築物が地震に対してどのくらい耐えるのか、また、被害をどの程度

受けるのかを、専門の講習を受けた建築士が調べるものです。�
　特に、昭和56年５月31日以前に工事が着手された建築物は、阪神・淡路大震災規模の
地震が来ると、被害を受けることが想定されているため耐震診断を実施しています。�

　８月７日（木）に月間重点事業として、関係機関・食品関係団体の協力により石川地区でリスクコミュ
ニケーション(意見交換会）等と街頭キャンペーンが行われます。�

　村では、地震に対する安全性の確保・向上を図るため、一定の要件を満たす
木造住宅において、耐震診断を行う建築士の派遣事業を実施します。�
　また、耐震診断を受けた際の費用について一部補助しますので、診断を希望
する方は、下記の要件を確認のうえ役場地域整備課へお申込ください。�

■対象建築物　　玉川村内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するもの�
　　　　　　　　（１）昭和56年5月31日以前に着工された戸建て木造住宅�
　　　　　　　　（２）所有者が自ら居住する住宅�
　　　　　　　　（３）在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による木造３階建
　　　　　　　　　　　て以下の住宅�
　　　　　　　　（４）過去に、この要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅�
■募集件数　　　5件�
■募集期限　　　平成20年10月31日（金）まで�
　　　　　　　　　※ただし希望者が５件となった時点で受付終了となります�
■費用負担　　　120,000円を超えた分の金額を負担していただきます�
　　　　　　　　　※住宅図面の有無、規模等により診断料金に差があります�

■申込方法　　　玉川村木造住宅耐震診断者派遣申込書�
　　　　　　　　（役場地域整備課に備え付け）を提出します�
★問合せ先：玉川村地域整備課　　57－4626

大
地
震
に
備
え
、�

　
耐
震
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う�

耐震診断とは？……�

★耐震診断を受ける木造住宅を募集します�

【参考：診断料金】�

36坪以下�
36～60坪�
60坪以上�

105,000円�
115,500円�
126,000円�

図面あり�
126,000円�
136,500円�
147,000円�

図面なし�

「食の安全・安心」が大きく叫ばれているなか、夏を迎え多発す
る食中毒事故の防止と衛生管理の向上を目的に、福島県県中保健
所が主催、県中調理師会等の共催で８月に行われます。�

　日　時：８月７日（木）�
　　　　　午前10時30分～�
　施　設：株式会社ヨークベニマル�
　　　　　石川店�
　参加者：消費者代表、食品関係業�
　　　　　界代表、行政機関�
�

　日　時：８月７日（木）�
　　　　　午後１時～２時30分�
　場　所：石川町商工会研修室�
　参集者：県中保健所及び�
　　　　　農林事務所視察施設の�
　　　　　責任者、ＪＡ等、�
　　　　　食生活改善推進員、�
　　　　　消費者�
�

平成20年度食品衛生�
月間事業のお知らせ�

■消費者による食品取扱い施設�
　の視察� 　日　時：８月７日(木）�

　　　　　午後３時～４時�
　場　所：株式会社ヨーク�
　　　　　ベニマル石川店�
　配付資料：食品衛生啓発用�
　　　　　　ロゴ入うちわ。�
※担当者は揃いの食中毒予防啓�
　発用帽子を着用します。�

■食品衛生街頭キャンペーン�
■意見交換会�

広報たまかわ　平成20年７月�
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　75歳以上の方を対象とした新たな老人医療制度として４月からスタートしている「後期高齢者医療
制度」がなぜ必要なのかをお知らせします。　　　【福島県後期高齢者医療広域連合：　０２４－５２８－９０２５】�

経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度などがあります。�
保険料が未納のままだと、老後の年金だけでなく、若いときにも支給される障害基礎年金などが受け
られない場合があります。納付に困ったら、早めにご相談ください。�

■老人保健制度：市町村が支払う医療給付費の財源に、各医療保険から拠出金として、各医療保
険が徴収した保険料が充てられていたが、この形式では、現役世代と高齢世代が
どれだけ負担しているのかは不明確。�

　　�
■後期高齢者医療制度：負担の割合を高齢世代１割、公費負担５割と明確にし、更に、今後の少

子高齢化に対して、現役世代の負担が過大にならないよう負担率を変えてゆく仕
組みを導入。�

�
�
�
■老人保健制度：運営主体は市町村であり保険給付事業を行なっているが、その費用負担につい

ては各医療保険からの拠出金と公費でまかなっているため、財政責任が市町村と
各医療保険の間で不明確。�

�
■後期高齢者医療制度：都道府県単位の広域連合が運営主体となり、保険料率の改定、保険給付

事業等を行なうことで財政責任を明確化。�
�
�
�
■老人保健制度：保険料の負担はそれぞれの医療保険によって異なっており、負担している人と
　　　　　　　　していない人がいた。国民健康保険の場合、市町村によって格差有り。�
■後期高齢者医療制度：都道府県単位で保険料負担の算定を統一し、世帯構成や収入によって一

律（統一された）の保険料。�

長 寿�

年�
金�

医療制度�

現役世代と高齢世代の負担について――――�

後期高齢者医療制度が、�
なぜ必要になったのか…�

運営主体について――――�

高齢世代の保険料負担について――――�

保険料の納付に困ったら！�

免除制度�
納付が困難な人のための�

　経済的な理由などで保険料の
納付が困難な人は、申請して認め
られれば免除となります。申請免除
には、全額免除（納付なし）、4分の
3免除（4分の1納付）、半額免除（半
額納付）、4分の1免除（4分の3納付）
があります。�

若年者納付猶予制度�
30歳未満の人のための�

　本人と配偶者の所得が一定以
下※の20歳以上30歳未満の人は、
申請により保険料の納付を後払い
にできます。�

※単身の場合57万円（収入ベースで122
万円）がめやすです。�

※扶養親族等がいない学生の場合、一
般的な社会保険料控除を加えた所得
のめやすは141万円です。�

学生納付特例制度�
学生のための�

　本人の所得が一定以下※の学
生は、申請により在学期間中の保
険料を後払いにできます。�
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練習の成果を発揮し元気にプレーする出場者�

　玉川山野草会（溝井良仲会長）主催の第77回ウチ
ョウラン展が6月21日、22日の両日、村就業改善セ
ンターで開かれました。�
　会員16名からウチョウランなど160点の鉢植えが
展示され、村長賞などの各賞が贈られました。�
　主な受賞者は次のとおりです。　　　【敬称略】�
◇ウチョウランの部�
　・村長賞：双里トク　・会長賞：溝井加代子�
　・議長賞：溝井博道　・民報社賞：車田常代� 夏の鉢植えに見入る愛好家（６月21日）�

広報たまかわ　平成19年6月�

石森村長から表彰伝達される西舘さん（左）�

大会決議を行う我妻玉川村消防団長（中央）�

代表で本村分の優良団員表彰を受ける真弓さん（左）�

　
玉
川
村
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
愛
好
会
（
林�

三
喜
人
会
長
）
主
催
に
よ
る
、
第
６
回
玉

川
村
長
杯
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
が
、

６
月
11
日
に
村
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
行
わ
れ

ま
し
た
。�

　
大
会
は
、
４
人
１
組
の
８
チ
ー
ム
が
、

８
ホ
ー
ル
を
３
回
ま
わ
る
24
ホ
ー
ル
の
個

人
で
競
い
ま
し
た
。�

　
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

▼
第
１
位
　
矢
部
重
蔵�

▼
第
２
位
　
曲
山
文
雄�

▼
第
３
位
　
林
　
三
喜
人�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
敬
称
略
】�

８
チ
ー
ム
が
元
気
に
プ
レ
ー�

村
長
杯
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会�

熱戦を展開する玉川村商工会女性部の皆さん�

　
石
川
方
部
商
工
会
連
絡
協
議
会
が
主
催

す
る
第
27
回
商
工
会
親
善
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

大
会
の
石
川
地
区
大
会
が
６
月
24
日
、
た

ま
か
わ
文
化
体
育
館
を
会
場
に
行
わ
れ
ま

し
た
。�

　
石
川
郡
内
各
商
工
会
５
チ
ー
ム
に
よ
り
、

９
月
の
県
中
地
区
大
会
出
場
を
め
ざ
し
熱

戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
結
果
、
古
殿
町
商

工
会
が
優
勝
、
浅
川
町
商
工
会
が
準
優
勝

と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
県
中
地
区
大
会
出
場

が
き
ま
り
ま
し
た
。�

県
中
大
会
め
ざ
し
熱
戦
！�

商
工
会
親
善
バ
レ
ー
ボ
ー
ル�

石
川
地
区
大
会�

心なごむ可憐な花々�
玉川山野草会ウチョウラン展�

　第58回『社会を明るくする運動』非行防止大会が
７月３日、たまかわ文化体育館で開かれ石川、東白
川両郡内から約750人が参加しました。�
　石森村長から「地域が連携し一丸となり安全安心
な社会づくりを進めたい」と主催者あいさつがあり、
須藤村議会議長らの祝辞に続き、村内２名の中学生
による非行防止作文発表や講演、映画鑑賞が行われ、
参加者が更生への理解を深めました。�

“君は一人じゃない”�
社会を明るくする運動非行防止研修大会�

宗形未来さん�
【須釜中３年】�

『私が輝いているのは』�

飯村夏菜さん�
【泉中３年】�

『勇気を出して』�

　第60回福島県消防協会石川支部幹部大会が６月15
日、石川町クリスタルパーク内総合体育館で開催され、
先の県消防大会での各受賞者披露や石川支部の優良
団員などの表彰が行われました。�
　本村関係の受賞者は次のとおりです。�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【敬称省略】�
◇優良分団表彰�
　　　・中分団�
◇優良消防団員表彰�
　　　・野崎智彦　・真弓　誠　・関根　勲�
　　　・永林吉徳　・草野嘉重　・小林達也�
　　　・小原幸春　・矢吹　正　・矢吹将徳�
　　　・松山克則　・飯田正彦　　�
◇永年勤続消防団員表彰�
　　　・大竹進一　・倉鎌秀志　・阿部善四郎�
　　　・宗形賢市　・佐藤広行　・大和田寛伸�
　　　・石井正光�
◇退職者感謝状表彰�
　　　・阿部金四郎�

毎月第１日曜の朝集会所の清掃を行っているなどの意見出た懇談会�

玉川村消防団中分団が優良分団�
表彰受賞！�

福島県消防協会石川支部幹部大会�

　長年にわたって民生・児童委員を務められた西舘
英範さん（北須釜）への厚生労働大臣特別表彰の伝
達式が、６月９日に役場村長室で行われました。西
舘さんは、昭和60年11月から平成19年11月まで22
年間在職。この間、村民生委員協議会長を14年間務
めました。�
　また、先ごろ賀寿を受けた母コトさんから、今回
の受彰に併せて｢村の福祉向上のために｣と、20万円
の寄付がありました。�

西舘さん、厚生労働大臣表彰�

　
今
年
度
第
２
回
目
の
村
民
懇
談
会
が
６

月
28
日
、
蒜
生
農
業
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー

で
開
か
れ
ま
し
た
。�

　
蒜
生
区
で
の
懇
談
会
に
は
、
割
柏
正
大

区
長
は
じ
め
約
10
名
の
区
民
が
出
席
。�

　
「
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
に

取
組
ん
で
い
る
が
、
特
に
老
人
の
方
々
か

ら
好
評
で
あ
る
」
、「
他
区
に
先
駆
け
て

老
人
世
帯
の
区
費
や
道
普
請
等
を
免
除
し

た
こ
と
は
区
の
誇
り
で
あ
る
」
な
ど
の
声

や
、
村
や
県
に
対
す
る
要
望
な
ど
活
発
に

意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。�

“各
組
で
毎
月
集
会
所
を
清
掃
”�

蒜
生
地
区
村
民
懇
談
会�



広報たまかわ　平成20年７月�

8

保健センターだより�

　こまめに補給�
　朝起きた時、外出の前や戻った時、入浴の前と後、夜寝る前などに摂るようにしましょう。家の中にい
る時も、午前と午後に１回程度は意識して飲むようにしましょう。�
　１回に飲む量はコップ１杯を目安に�
　　一度にたくさん飲むと胃に負担がかかります。「少しずつこまめに」補給することが大切です。�
　水分の補給には「水」か「麦茶」を�
　暑い日は冷たい炭酸飲料や甘い清涼飲料を飲みたくなりますが、飲みすぎると糖分の摂りすぎにより、
食欲がなくなったり、夏バテの原因となります。�
　外出時には飲み物を持って�
　　飲みたい時に、いつでも水分を補給できるようにしておきましょう。�
★暑い日に飲む冷えたビールは美味しいものです。でも、アルコール分には利尿作用があり、体内の水分が
尿として排出されてしまいます。水分補給で飲んでいるつもりでも、体は脱水状態のようになっているの
です。飲む量はホドホドにしておきましょう。�

―――上手な水分補給を心掛け、暑い夏を元気に乗り切りましょう―――�

　わたしたちの体の60～70％は水分です。日常の生活でもたくさんの
水分が失われていますが、夏場は体温調節のため大量に汗をかき、さら
に多くの水分が体外に排出されています。�
　体内の水分が不足すると、夏バテなどを起こしやすくなります。�

夏の水分補給のポイント�夏の水分補給のポイント�
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総　務　課�

　　　　５７－４６２１�

住民税務課�

　　　　５７－４６２２�

　　　　５７－４６２４�

健康福祉課�

　　　　５７－４６２３�

保健センター�

　　　　３７－１０２４�

会　計　室�

　　　　５７－４６２５�

地域整備課�

　　　　５７－４６２６�

　　　　５７－４６３１�

企画産業課�

　　　　５７－４６２７�

　　　　５７－４６２９�

農業委員会�

　　　　５７－４６２８�

議会事務局�

　　　　５７－４６３０�

教育委員会�

　　　　５７－４６３３�

公　民　館�

（文化体育館）�

　　　　５７－４６３２�

須 釜 支 所�

　　　　５７－２０６１�

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ�

お知�
 らせ�

消
防
職
員
の
募
集�

�　
須
賀
川
地
方
広
域
消
防
組
合
で�

は
、
平
成
21
年
度
採
用
の
消
防
職�

員
（
高
卒
程
度
）
を
次
に
よ
り
募�

集
し
ま
す
。�

■
募
集
職
種:

消
防
職�

■
採
用
予
定
人
員:

７
名
程
度�

■
受
験
資
格:

昭
和
56
年
４
月
２

　
日
か
ら
平
成
３
年
４
月
１
日
ま�

　
で
に
生
ま
れ
た
人
（
学
歴
は
問�

　
い
ま
せ
ん
）�

■
第
１
次
試
験�

　
・
教
養
試
験
　
・
作
文�

　
・
適
正
検
査�

■
試
験
の
期
日
等�

　
　
第
１
次
試
験:

平
成
20
年
９

　
　
月
21
日
（
日
）�

　
　
第
２
次
試
験:

平
成
20
年
10

　
　
月
下
旬
の
予
定
（
１
次
試
験�

　
　
合
格
者
の
み
）�

　
　
内
容:

口
述
試
験
（
面
接
）�

　
　
　
　
　
健
康
診
断
。
体
力
検�

　
　
　
　
　
査
（
懸
垂
、
跳
躍
、�

　
　
　
　
　
腕
立
て
伏
せ
、
起
き�

　
　
　
　
　
上
が
り
、
握
力
、
持�

　
　
　
　
久
走
）�

■
受
験
手
続�

　
申
込
用
紙
は
、
消
防
本
部
総

務
課
、
各
消
防
署
、
ま
た
は
各

町
村
役
場
総
務
課
に
あ
り
ま
す
。�

　
郵
便
で
申
込
用
紙
を
請
求
さ

れ
る
場
合
は
、
90
円
切
手
を
貼
っ

た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
サ

イ
ズ
は
長
形
３
号
）
を
同
封
し
、

封
筒
の
表
に｢

採
用
試
験
申
込

用
紙
請
求｣

と
朱
書
き
し
て
、

〒
９
６
２
―
０
０
２
２
須
賀
川

市
丸
田
町
１
５
３
番
地
　
須
賀

川
地
方
広
域
消
防
本
部
総
務
課

あ
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。�

■
受
付
期
間�

　
平
成
20
年
７
月
14
日
（
月
）か
ら�

　
平
成
20
年
８
月
15
日（
金
）ま
で�

■
問
合
せ
先�

　
須
賀
川
地
方
広
域
消
防
本
部�

　
　
０
２
４
８
―

７
６
―

３
１
１
２�

��

個
人
事
業
税
の
納
期�

�　
個
人
事
業
税
と
は
、
個
人
で
事
業�

を
行
っ
て
い
る
方
に
課
さ
れ
る
税

金
で
す
。�

　
個
人
事
業
税
の
納
期
限
は
、
第

１
期
分
が
８
月
末
日
、
第
２
期
分

が
11
月
末
日
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、

今
年
度
第
１
期
分
の
納
期
限
は
９

月
１
日
（
月
）
と
な
り
ま
す
。�

　
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部
か
ら

送
付
さ
れ
る
納
税
通
知
書
に
よ
り
、

最
寄
り
の
金
融
機
関
で
納
期
限
ま

で
に
納
め
ら
れ
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。�

　
ま
た
、
預
金
口
座
か
ら
振
替
納

税
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
の
で
、

県
中
地
方
振
興
局
県
税
部
に
申
し

込
み
の
う
え
ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

■
問
合
せ
先�

　
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部�

　
　
０
２
４
―

９
３
５
―

１
２
５
１�

�

知
っ
て
い
ま
す
か
？�

　
　
　
　
建
退
共
制
度�

�　
こ
の
制
度
は
、
建
設
現
場
で
働

く
方
々
の
た
め
に
、「
中
小
企
業
退

職
金
共
済
法
」
と
い
う
法
律
に
よ

り
国
が
作
っ
た
退
職
金
制
度
で
す
。�

　
事
業
主
の
方
々
は
、
現
場
で
働

く
労
働
者
の
共
済
手
帳
に
働
い
た

日
数
に
応
じ
て
掛
金
と
な
る
共
済

証
紙
を
貼
り
、
そ
の
労
働
者
が
建

設
業
界
で
働
く
こ
と
を
や
め
た
と

き
に
建
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払

う
と
い
う
、
業
界
全
体
で
の
退
職

金
制
度
で
す
。�

　
加
入
で
き
る
事
業
主:

建
設
業
を

営
む
方
。
対
象
と
な
る
労
働
者:

建

設
業
の
現
場
で
働
く
人
。
掛
金:

日

額
310
円
。�

■
特
　
長�

・
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確

実
、
申
込
手
続
は
簡
単
で
す�

・
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価

の
対
象
と
な
り
ま
す
。�

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
。�

・
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り

ま
す
が
、
法
人
は
損
金
、
個

人
は
必
要
経
費
と
し
て
扱
わ

れ
、
全
額
非
課
税
で
す
。�

・
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職

金
は
企
業
間
通
算
さ
れ
ま
す�

■
問
合
せ
先�

　
建
退
共
福
島
支
部�

　
　
０
２
４
―

５
２
３
―

１
６
１
８�

～ す がま幼 稚 園 親 子 工 作 より～ �
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福 祉�
ご存知ですか!児童扶養手当と特別児童扶養手当�

郡山社会保険事務所：出張相談開設日�

★母と子どもの幸せのために『児童扶養手当』�

★障がいのあるお子さんのために『特別児童扶養手当』�

健康福祉課�
57－4623

★須賀川市の会場は予約制です〔予約人数：５０人。予約時間：１０時～１５時〕�
予約連絡先：郡山社会保険事務所年金給付課　　024－932－3917

石川町勤労青少年ホーム会議室� 須賀川市体育館　会議室� 相談時間�
17日（木）�

21日（木）�

24日（木）�

28日（木）�

7月�

8月�

10時～15時�

10時～15時�

ご存知ですか!ひとり親家庭等医療助成制度�

�

泉保育所交通安全教室（6月24日）� いずみ幼稚園の砂あそび�

広報たまかわ　平成20年７月�
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■福島空港上海路線利用助成�

　大規模な地震の後には、地震災害に便乗した点検商
法やかたり商法などによる高齢者等の消費者被害が、
被災地だけでなく各地でも発生しています。これまでに
起きた事例を紹介します。�

■点検商法・かたり商法�
　　自治体職員や契約業者を名乗り、家屋の無料点検

と言って床下を点検し「基礎にヒビが入っている」
「配管がずれて水漏れしている」などと嘘を言って
「このままだと家が倒れる」などと不安をあおり、
不必要で高額な工事契約を結ばせます。わざと設
備等を壊して契約を結ぶ業者もいます。�

　　自治体職員や契約業者を名乗り、水質の無料点検と
言って、コップに水道水を採取し持参した薬剤を入
れてわざと水を変色させ「水質が悪化していて、飲
み続けるとガンになる」などと言って、高額な浄水
器を取り付ける業者がいます。悪質な業者は、自治
体が浄水器の取り付けを義務付けたように装ったり、
水道水にまったく問題がないのに、重大な問題があ
るように装います。また、取り付けは定額でも、高額
なメンテナンス料を請求してくる業者がいます。�

�
■その他の悪質商法�
　○自治体職員を装って、個人情報や住宅の築年数を
聞き出そうとします。⇒点検商法の事前調査と思
われるほか、振り込め詐欺の可能性も考えられます。�

�
【ひとこと助言】�
★頼んでもいないのに押しかけてきて、しつこく契約
を迫る業者には特に注意が必要です。�
　　※自治体が被災家屋等の危険度診断を行う場合も�
　　　ありますが、工事業者を紹介したり、役所自ら工

事を行うことはありません。�
★その場ですぐに契約してはいけません。�
★被害に遭いそうなとき、遭ってしまったときはすぐ
に相談してくだい。�
　※警察（全国共通の短縮ダイヤル：＃９１１０か最寄
の警察署の悪質商法担当窓口まで）�

　福島空港から上海路線を利用し、中国の団
体等と交流や研修を行なった場合、一人当た
り５，０００円の助成が受けられますので、ぜ
ひご利用ください。�

　トイレの汲み取りはお盆前大変混み合いますので、
お早めにお申込みください。�
　８月14日から17日まではお盆や土・日曜のため�
休みとなり、18日から通常業務となります。�

泉保育所交通安全教室（６月24日）�

■トイレの汲み取り申込はお早めに!!
★上限額：１団体10万円　　　　　　　　　　�
★団体の人数：5名以上からなる団体�
★期　間：7月１日から来年１月末までの利用�
★問合せ先：福島県空港交流課�
　　　　　　　　　024－521－7127 ★申込先：役場住民税務課　　57－4624
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